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団　員

神田　道男 （団長・JICA社会開発協力部長）

丸尾　祐治 （団員・JICA国際協力専門員）

鹿野　勝彦 （団員・金沢大学文学部教授）

二宮　雅信 （団員・国連地域開発センター研究員）

神　潤 （団員・元エティオピア事務所企画調査員）

湊　直信 （団員・FASID事業部次長）

平口　章夫 （団員・FASID事業部）

報告内容

長期調査員チーム（神田 JICA社会開発協力部長）は、6月 5日より 29日までエティオピアにおけ

る地下水開発・水供給訓練計画に関する調査のため、エティオピア経済開発協力省、水資源省、水

井戸掘削事業団（WWDE）等と協議及び現地視察等を行った。調査結果の概要は以下のとおり。

1. 本件協力の実施体制

6月 27日、本調査の総括として経済開発協力省主催による本件協力に係る議論を行うための

関係機関合同会議が開催された。しかしながら、同会議において、本件協力の核となる予定の

WWDEと水資源省の間での意見調整が難航し、最終合意に至らなかった。理由は以下のとおり。

（1）昨年 8月の新政権樹立に際し、水資源開発公社、上下水道庁、天然資源環境保護省水資源

開発・洪水防御局が統合され、水資源省として新たに発足した。しかし、WWDEは統合され

ず首相府傘下の機関として存続された。

（2）統合に伴い、水資源省が水資源開発に係る政策担当官庁であることが明確化されたことも

あり、本件協力に関しても水資源省が関与していくことにつき、両機関（水資源省、WWDE）

は原則的に合意するに至った。

（3）これに関連し、調査員チーム側は、本件協力が当初WWDEより要請がなされたものである

こと、水資源省が設立後日が浅く、水井戸掘削に係る技術を保有していないことなどから、水

資源省を監督機関、WWDEを実施機関とする実施体制を確立していくことにつき具体的な提

案を行った。

（4）本提案に対して、両機関が本件プロジェクトに関与していくことについては改めて原則が

確認されたものの、水資源省側からは同省が今後は実施機関としても主体的に取り組んでい

く方針であり、係る基本政策は首相府からも了解を取り付け済みのところである旨強く主張

するところがあった。
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（5）これに対し、WWDE側は、本件は、そもそもは同機関からの要請に基づくものであること、

水資源省が実施機関としての能力を現在保有していないことから、実施機関としてはWWDE

を据え置くことが不可欠である旨主張したことから、実施体制に係る合意が得られなかった。

（6）このような状況下、経済開発協力省は、本問題を取りあえず首相府の判断に委ねることと

した。

（7）これに関し、調査員チームとしては、エティオピア側より水資源省を本件プロジェクトの

実施機関とする場合には、その旨及び実施体制の具体的中身について本件実施協議調査団派

遣に先立って改めて追加プロポーザルとして提出させること、及びその場合といえども水資

源省の実施能力にもかんがみWWDEの参画確保を行うことが必要と考えている。

2. 今後の方向性

我が国は、WWDEに対し有償資金協力、無償資金協力、専門家派遣、協力隊等様々な形態で

支援してきており、着実に我が国の技術移転がなされてきている。他方、水資源省は昨年関係

省庁統合により発足した組織であり、井戸掘削の分野における実施能力に疑問が残るところで

ある。このような状況のなかで、本件協力を実現するためには、WWDEの参画が望ましいもの

と考える。

水資源開発は当国の最重要課題であり、我が国としても本件につき積極的に取り組んでいく

ことが肝要と考えるが、実施体制の確立は本件協力に必要不可欠である。

現状においては、水資源省の参画がほぼ必至の状況にあることから、改めてエティオピア側

における実施体制の確立・調整問題の検討、及び本件プロジェクト内容の再確認等が必要と思

われる。このため実施協議調査団派遣に先立って本作業に係る長期調査員の派遣が必要と考え

る。
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